
政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月６日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

   富山県議会議員選挙 投票所入場券シーラー作業業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

     投票所入場券のシーラー作業 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

     令和５年３月２５日から３月２６日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー 

人材センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

    契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である

か確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

     令和５年３月１５日 午前１０時００分 

  (2) 提出先 

     選挙管理委員会事務局  
 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさき地域活動支援センターれいんぼ

ーみさき から役務の提供を受ける契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随

意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の

２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

事務用封筒点字の打刻業務 

 

(2) 提供を受ける役務の内容 

    事務用封筒［70,000 枚］への「とやましやくしょ」点字の打刻業務 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

契約締結日から令和６年３月３１日まで 

   

 ２ 契約の相手方の選定基準 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する障害者の日常 

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設等であっ 

て、富山市内に所在している事業者。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であることを確認の上、契約

を締結する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

 

  (2) 提出先 

    財務部 契約課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  とやま市民交流館施設管理業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    来訪者等への対応、消灯の確認等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月１日 

  (2) 提出先 

    市民生活部とやま市民交流館 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  資源物ステーション受付業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    資源物ステーションの受付、管理等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

   環境部環境センター管理課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける

契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表す

る。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  後処理等作業委託（委任） 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    コンピュータから出力された連続帳票の裁断、加工等作業 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

   企画管理部情報システム課 

 



 

政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

 旧安野屋小学校維持管理業務委託 

 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

   旧安野屋小学校の維持管理 

 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

   令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

   （１月及び２月は除く） 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和４年４月３日  

  (2) 提出先 

   市民生活部スポーツ健康課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 
 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条第２項第２号の規定により公

表する。 
 

  令和５年３月２３日 
 

富山市長  藤 井  裕 久 
 

 １ 随意契約の内容 
  (1) 件名 

  富山市高齢者軽度生活援助事業業務委託 
  (2) 提供を受ける役務の内容 
    富山市高齢者軽度生活援助事業実施要綱に基づく役務の提供 
  (3) 役務の提供を受ける期間 
    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 
   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 
 

 ３ 契約の相手方の決定方法 
   富山市高齢者軽度生活援助事業実施要綱に基づく単価で契約する。 
  
 ４ 見積書の提出期限及び提出先 
  (1) 提出期限 
    令和５年４月３日 
  (2) 提出先 
    福祉保健部長寿福祉課 
 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  大沢野斎場用務業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    大沢野斎場待合室の湯茶の準備・後片付け及び清掃等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    環境部環境保全課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

スポーツ・カヌーセンター清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    施設内の清掃、敷地内の環境整備等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日～令和６年３月３１日 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 スポーツ健康課 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

五福芝生スポーツ広場施設管理業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    施設及び芝生の管理、トイレほか敷地内清掃等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 スポーツ健康課 

 

 

  

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

婦中スポーツプラザ受付・施設管理・清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    利用者の受付、施設の維持管理・清掃業務等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日～令和６年３月３１日 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 スポーツ健康課 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契

約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表

する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

婦中武道館受付管理・清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    利用者の受付、施設の清掃整備等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日～令和６年３月３１日 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 スポーツ健康課 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 
 
 富山市が、富山県社会就労センター協議会から物品の買い入れを行う契約を

締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則

（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 
 
  令和５年３月２４日 
 

富山市長  藤 井 裕 久    
 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

    弁当・食事提供業務 

  (2) 買い入れを行う物品 

    富山市産後ケア応援室における間食 

  (3) 物品の買い入れを行う期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する事業所が加

盟している唯一の協議会であって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である

か確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    財務部契約課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７年

富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤 井  裕 久  

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件 名 

     モニュメント清掃業務委託 
  (2) 提供を受ける役務の内容 

     モニュメントの清掃 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

     契約締結日 から 令和６年３月３１日まで 

（月１回清掃 合計１２回） 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する就労継続支

援施設であって、富山市内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

    契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内である 

   か確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

     令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

     企画管理部広報課 
 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 
 

 富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約を締結するにあたり、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規

定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０

条の２第２号の規定により公表する。 

  令和５年３月２４日 

富山市長  藤井 裕久 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

    大山歴史民俗資料館清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    大山歴史民俗資料館内外の清掃等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和５年１２月２７日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する社会福祉法人けやき苑

であって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確認し、契

約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    教育委員会 教育行政センター 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年３月２４日 

 

富山市長  藤井 裕久      

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  屋外ショーケース清掃業務委託 

  (2)提供を受ける役務の内容 

    屋外に設置してあるガラス展示用ショーケースの清掃 

  (3)役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当しており、富山市 

内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか 

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

   令和５年４月１日 

  (2) 提出先 

企画管理部ガラス美術館 



 

 

政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人けやき苑から役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和５年３月２７日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  東町・東新町公民館小水力発電所公衆トイレ清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    公衆トイレの内外の清掃 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当しており、富山市

内に所在していること。 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    環境部環境政策課 

 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

 

  令和５年３月２８日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  八尾行政サービスセンター庁舎日常清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    八尾行政サービスセンター庁舎の清掃 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    令和５年４月３日から令和５年９月３０日まで 

 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項第３号に該当するシルバー人材セン

ターであって、富山市内に所在していること。 

 

 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確認

し、契約する。 

 

 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    令和５年４月３日 

  (2) 提出先 

    八尾行政サービスセンター地域生活係 

 


